
（様式４） 

重要取組シート 

取組項目 がん検診無償化（目標値設定、効果検証） 

現状・課題 

〇現状と課題 

 ２８年度以降、市、保健センター、がん診療拠点病院、医療機関、学校、患者会

などと連携して積極的に啓発を行ってきた。胃がんリスク検査の導入や胃・肺がん

検診を地域の身近な医療機関で受診できる体制整備を行った。 

 また、２９年度には前立腺がん検査（PSA検査）の開始に加えて、受診勧奨・相

談・集団検診の予約を一元的に行えるがん検診総合相談センターを設置し、環境整

備を行ってきた。 

 さらに、３０年度からの 2年間を「受診促進強化期間」と位置づけ、胃・肺・大

腸・子宮・乳がん検診の自己負担金無償化を実施し、受診率の向上に取り組んでい

る。３０年度の効果検証の結果、自己負担金無償化により全世代の対前年比受診者

数は 110％以上を達成しているが、特に 40 歳～64 歳の世代については 120%

以上を達成しており、無償化の効果がより高い結果となっている。 

【（参考）全年齢の平均受診率 ２７年度１1.7%、２８年度 12.4％、２９年度

12.8％、３０年度 13.9％】 

取組みの 

内  容 

〇胃・肺・大腸・子宮・乳がん検診の無償化の延長 

 令和２年度及び 3年度の 2年間について「受診促進強化期間」を延長し、自己負

担金の無償化を実施するとともに、検診の重要性を啓発し、今後の定期的な受診に

繋げる。 

〇胃がんリスク検査・前立腺がん検査の対象の拡充及び無償化の実施 

 令和 2年度より検査の対象の拡充を図るとともに、令和 2年度及び３年度につい

て新たに自己負担金無償化を実施する。 

〇効果的な周知方法の取り組み 

・南海バス車内アナウンス放送による啓発を、放送停留所数を増加して実施 

・インターネットサイトにおいて「堺市在住 40 歳以上」に対して広告の掲載を

行い、対象者を「がん検診総合相談ポータルサイト」へ誘導し啓発を実施 

・過去に受診履歴のある方に対し、がん検診総合相談センターを活用したコール・ 

リコールの実施 

 これらの周知方法により、がん検診の認知度の向上を目標として取り組む。 

〇令和元年度までの取り組みの効果検証 

 平成 30年度から 2年間の自己負担金無償化の効果を検証し、効果的な重点対象

者の把握を行う。 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

前期 

（～7月） 

□ 啓発ポスターを検診実施医療機関へ配布（４月） 

□ 広報さかいによる自己負担金無償化の周知（４月） 

□ がん検診の受診勧奨ハガキを送付し、未受診者には架電を実施（６月） 

□ 南海バス車内アナウンス放送の開始（6月） 

□ 子宮がん・乳がん検診クーポン券による受診勧奨の実施（７月） 

中期 

（～11月） 

□ WEB広告によるがん検診の周知（８月） 

□ 令和元年度の自己負担金無償化の効果検証（８月） 

□ 子宮がん検診（集団）の託児サービスの実施（9月） 
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後期 

（～3月） 

□ 進捗確認と効果検証（２月） 

□ 次年度に向けた勧奨計画の策定（３月） 

次年度 

以降 

□２年度の取り組みの効果検証を行い、課題となった部分については改善し、改善

策を計画的に実施する。 

 



（様式４） 

重要取組シート 

取組項目 依存症地域支援計画（第 1 次）並びに自殺対策推進計画（第 3 次）の策定 

現状・課題 

 依存症地域支援計画（第 1 次）並びに自殺対策推進計画（第 3 次）の令和 4 年

度施行に向けて、依存症及び自殺対策の庁内連絡会、依存症対策推進懇話会、自殺

対策連絡懇話会を設置し、策定の準備を行う。また、市民意識調査を実施し、依存

症並びに自殺に関する実態を把握しながら、現状に即した対策を講じる必要がある。 

取組みの 

内  容 

〇各庁内連絡会を開催のうえ、有識者による各懇話会にて、市民意識調査に関する

項目等について検討を行う。 

〇市民意識調査の結果を集約し、分析した報告書を作成（委託実施） 

〇令和 3年度の両計画策定に向けて、準備を行う。 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

前期 

（～7月） 

□ （６月）依存症対策推進懇話会並びに自殺対策連絡懇話会開催要綱の制定 

□ （7月）依存症対策推進懇話会並びに自殺対策連絡懇話会 委員の就任 

□     30日 自殺対策庁内連絡会 開催 

 

中期 

（～11月） 

□ （8月）7日 依存症対策庁内連絡会 開催 

□     中旬 市民意識調査 業務委託契約 締結 

□     下旬 第 1回依存症対策推進懇話会並びに自殺対策連絡懇話会  

（郵送等で意見聴取、対面以外の方法で実施） 

□  （９月）    市民意識調査 聞き取り項目内容を確定 

□         調査対象者（5000人）のデータ抽出 

□ （１０月）   市民意識調査 実施 

□ （１２月）    回収及び集計 

後期 

（～3月） 

□ （ ２月）   市民意識調査報告書の納品 

□ （ 3月）   第 2回依存症対策推進懇話会並びに自殺対策連絡懇話会 

□         報告書の完成 

次年度 

以降 

□ 意識調査の結果をもとに、両懇話会にて検討 

□ 令和４年 3月 両計画策定 
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